
マイナ保険証をお持ちでない方へ 

「 資 格 確 認 書 」 を お 送 り い た し ま す  

 

令和７年 12月２日よりお持ちの健康保険証は使用できなくなります。マイナ保険証をお持ち 

の方はマイナ保険証を利用して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ち 

でない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。 

 

資格確認書送付対象者  

令和７年８月 31日時点で、健康保険証をお持ちの方であってマイナ保険証をお持ちでない方 

 

※マイナ保険証をお持ちでない方とは 

 ・マイナンバーカードを持っていない方 

 ・マイナ保険証を登録していない方 

 ・電子証明書の有効期限が切れている方 

 など 

 

Q１． 現在マイナ保険証を持っていますが、届いた資格確認書はどうすればいいの？ 

A1. 恐れ入りますが、資格確認書を事業所を通して当組合までご返却をお願いいたします。  

 

Q2. 現在持っている健康保険証はどうすればいいの？ 

A2. 令和７年 12月 1日までは使用することができますが、令和７年 12月 2日以降は使用 

    できなくなるため、ご自身で破棄してください。 

 

Q3. 既に、全国設計事務所健康保険組合の資格を喪失しているが、届いた資格確認書は 

    どうすればいいの？ 

A3. 恐れ入りますが、資格確認書を事業所を通して当組合までご返却をお願いいたします。 

 

Q4. マイナ保険証を利用するメリットは何ですか？ 

A4. マイナ保険証には、過去のお薬の履歴や健診情報などの提供に同意していただくことで 

    正確なデータに基づくより良い医療を受けることができるほか、医療機関等の窓口で 

    高額な医療費が発生した場合に、限度額適用認定証の発行を申請しなくとも、外来の 

    窓口で限度額を超える支払の免除が受けられる（※１）などのメリットがあります。 

    ※１ ただし、同一月・同一医療機関の支払に限られます。 

 

 

【お問合せ先】 

全国設計事務所健康保険組合 業務部 適用・徴収グループ ℡０３－３４０４－７３４４ 

 



 


